
労働者 

企業 

キャリア 
コンサルタント 

①自己負担でキャリアコン 
  サルティングを受ける 

税務署 

②「ジョブ・カード」において、 
 ・対象者のキャリアアップに 
  必要な研修であること 
 ・キャリアコンサルティング 
  により一層の効果が発揮さ 
  れる研修であることを証明 

④「特定支出（研修費）に関する証明書」において、 
 ・その研修が職務に直接必要なものであること 
 ・その研修がキャリアコンサルタントが助言・指導したもの 
  であることを証明 

③研修を受講 

キャリアコンサルティング費用の特定支出控除の取扱いについて 

④「特定支出（研修費）に関する証明の依頼書」とともに 
 「ジョブ・カード」を提出 

（ジョブ・カードのイメージ） 
 
            対象者 厚生 花子 

実施日時 平成２８年４月１日 
所属 キャリアコンサルティング 

登録番号 ０００００００ 労働 太郎 

【キャリアコンサルティング実施者の記入欄】 
○キャリアアップに必要な研修について記入 
（例）今後の社内でのキャリアアップのためには 
  プログラミング言語などのスキルが不足して 
  いるため、関連研修の受講が適当である。 
 
○上記の研修は、対象者のキャリアアップに必要 
 なものであり、かつ、今回のキャリアコンサル 
 ティングにより、より一層の効果が発揮される 
 ものであると認められる。  

【自らのキャリアプランに関する本人の記入欄】 

○目標とする職業・職務・働き方、向上・習得すべき

能力等、必要な職業能力開発等について記入 
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